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石
川
達
三

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

誌
面
の
削
除
に
見
る
テ
キ
ス
ト
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

土我

牧

一
、
戦
前

に
お
け
る
言
論
弾

圧

の

一
例

戦
前
の
言
論
弾
圧
に
よ
る
司
法
事
件
と
し
て
、
後
の
横
浜
事
件
と
と
も
に
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
『
中
央
公
論
』
昭
和
十
三
年
二
月
号
の
発
売
頒
布

禁
止
処
分

（以
下
、
発
禁
）
で
あ
る
。
発
禁
の
直
接
の
引
き
金
に
な

っ
た
の
は
、

創
作
欄
に

一
挙
百
五
頁
に
渡
り
掲
載
さ
れ
た
、
石
川
達
三
の
創
作

「
生
き
て
ゐ

る
兵
隊
」
で
あ
る
。
中
央
公
論
社
の
特
派
員
と
し
て
南
京
攻
略
を
直
接
取
材
し

た
作
者
の
野
心
作
で
あ

っ
た
が
、
掲
載
誌

（以
下
、
該
当
号
と
も
記
す
）
は
発

売
と
と
も
に
発
禁
処
分
を
受
け
、
同
号
掲
載
の
原
勝
の
論
文

「
世
界
準
戦
下
の

日
支
戦
と
列
強
」
と
と
も
に
、
掲
載
部
分
を
切
り
取
り
削
除
す
る
と
い
う

〈
分

割
還
付
〉
の
上
で
再
発
売
さ
れ
た
。
〈
分
割
還
付
〉
と
は
、
昭
和
二
年
九
月
以

降
に
発
行
さ
れ
た
書
籍

・
雑
誌
に
つ
い
て
、
発
禁
に
な
り
押
収
さ
れ
た
場
合
に
、

問
題
箇
所
を
削
除
し
て
再
発
売
す
る
と
い
う
願
い
を
内
務
省
に
提
出
し
、
受
理

さ
れ
れ
ば
還
付
さ
れ
る
と
い
う
措
置
で
あ
る

（法
令
で
は
な
い
）。
後
に
石
川

及
び

『
中
央
公
論
』
関
係
者
は
起
訴
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
と
い
う
、
戦

前
に
お
け
る
重
大
な
筆
禍
事
件
と
し
て
文
学
史
、
出
版
史
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

発
禁
を
受
け
て
押
収
さ
れ
た
雑
誌
は
、
頁
の
削
除
が
行
わ
れ
た
が
、
総
発
行

部
数
の
内
約
四
分
の

一
は
未
削
除
の
ま
ま
市
場
に
流
れ
、
ご
く
限
ら
れ
た
読
者

の
手
に
渡
り
、
享
受
さ
れ
た
。
そ
の
誌
面
に
は
編
集
上
で
付
さ
れ
た
伏
字
に
加

え
て
、
印
刷
中
に
鉛
版
に
手
を
加
え
て
生
じ
た
活
字
の
削
除

（空
白
）
が
あ
る
。

印
刷
と
削
除
の
同
時
進
行
に
よ
り
、
出
来
上
が

っ
た
本
文
に
ば
ら
つ
き
が
で
き
、

そ
の
数
は

「
二
種
」
と
も
四
種
と
も

「
二
十
数
種
類
」
と
も
言
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
現
存
す
る
未
削
除
の

『
中
央
公
論
』
を
可
能
な
限
り
確
認
し
、

ど
の
よ
う
な
本
文
が
実
際
に
流
通
し
て
読
者
に
享
受
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
実
態

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ま
で
調
査
、
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
無
か

っ
た

発
禁
本

『
中
央
公
論
』
該
当
号
を
、
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
戦
前
に
お
け

る
言
論
弾
圧
の

一
例
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

考
察
に
入
る
前
に
、
予
め
昭
和
十
二
年
に
お
け
る
出
版
に
関
す
る
法
規
を
確

認
し
て
お
く
。
当
時
の
出
版
法
規
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
述

べ
る
な
ら
ば
、
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単
行
本
な
ど
に
は

「
出
版
法
」
（明
治
二
十
六
年
公
布
）
が
、
新
聞

・
雑
誌
に

は

「新
聞
紙
法
」
（同
四
十
二
年
改
正
）
が
適
用
さ
れ
る
。
雑
誌

『
中
央
公
論
』

は

「新
聞
紙
法
」
が
適
用
さ
れ
、
出
版
に
あ
た
り
内
務
省
の
検
間
が
行
わ
れ
た
。

「
新
聞
紙
法
」

で
は
、
発
行
と
同
時
に
内
務
省
に
二
部
、
所
轄
地
方
官
庁
、
地

方
裁
判
所
検
事
局
、
区
裁
判
所
検
事
局
に
そ
れ
ぞ
れ

一
部
を
納
本
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（第
十

一
条
）
。
ま
た
、
発
禁
の
主
要
条
件
と
な
る
の

は
、
「
出
版
法
」
で
は
第
十
九
条
、
「
新
聞
紙
法
」
で
は
第
二
十
三
条
に
明
記
さ

れ
た

「
安
寧
秩
序
妨
害
」
と

「
風
俗
壊
乱
」
で
あ
る
が
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

の
場
合
は
、
発
禁
、
起
訴
に
当
り
陸
軍
省
令
ま
で
も
適
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
の

で
、
出
版
法
規
と
軍
令
に
よ
る
二
重
の
規
制
が
現
れ
た
事
件
と
し
て
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。

二
、
「
生
き

て
ゐ
る
兵
隊
」

の
発
禁
、
削
除

を
め
ぐ
る
言
説

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
発
禁
、
削
除
に
つ
い
て
は
、
当
時
の

『
中
央
公
論
』

の
編
集
者
を
は
じ
め
、
幾

つ
か
の
回
顧
文
や
エ
ッ
セ
イ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
言
説
を
追

っ
て
み
る
こ
と
で
、
実
際
に
禁
止
処
分
を
受
け
て
出
版
社
側
が
ど

の
よ
う
な
作
業
を
行

っ
た
の
か
、
ま
た
当
時
の
出
版
の
事
情
に
つ
い
て
考
察
す

′υ
。現

在
人
手
可
能
な

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
は
、
中
公
文
庫
版
の

『
生
き
て
い

る
兵
隊
』
で
あ
る
。
そ
の
解
説
で
半
藤

一
利
は

「
内
務
省
の
通
達
に
よ
り
、
書

店
の
店
頭
に
並
ぶ
暇
も
な
く
発
売
禁
止
と
な
る
。　
一
般
読
書
人
の
日
に
ふ
れ
る

こ
と
な
く
あ

っ
と
い
う
間
に
消
え
去
り
、
戦
前
の
日
本
で
は
幻
の
名
作
の
如
く

に
ひ
そ
か
に
、
そ
の
存
在
が
囁
か
れ
て
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
果
し
て

一
般

読
者
の
手
に
渡
る
時
間
が
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
後
に
挙
げ
る
回
顧
文
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
様
々
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
議
論
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
東
京
と
遠
隔
地
の
輸
送
に
よ
る
時
差
と
、
押
収
の
通
達
が
あ
る

ま
で
の
時
差
を
考
え
る
と
、
遠
隔
地
に
よ

っ
て
は
既
に
店
頭
に
並
ん
で
い
た
雑

誌
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

作
家

・
開
高
健
は
、
「
紙
の
中
の
戦
争
」
と
い
う
連
載
の
中
で

「
生
き
て
ゐ

る
兵
隊
」

に
つ
い
て
、
「
検
間
を
慮

っ
て
発
表
前
す
で
に
中
公
編
集
部
で
約
八

〇
枚
を
削
除
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
作
品
後
半
部
分
の
多
量
の
削
除
が
、
果

し
て
何
枚
に
な
る
か
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
発
禁
に
つ
い
て
は

「
そ
の
内
容
か
ら
し
て
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
」
と

断
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
の
単
行
本
本
文
に
つ
い
て
は

「
作
者
は
中
公
編

集
部
が

一
度
、
無
削
除
、
無
伏
字
で
活
字
に
し
た
も
の
の
初
校
刷
を
ひ
そ
か
に

敗
戦
ま
で
保
持
し
、
昭
和
二
十
年
に
河
出
書
房
か
ら
、
そ
れ
を
定
本
と
し
て
出

版
」
し
た
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の

〈戦
後
版
〉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
作
者

・

石
川
達
三
の
言
葉
が
そ
の
典
拠
で
あ
る
。

此
の
作
品
が
原
文
の
ま
ゝ
で
刊
行
さ
れ
る
日
が
あ
ら
う
と
は
私
は
考

へ
て

居
な
か

つ
た
。
筆
禍
を
蒙

つ
て
以
来
、
原
稿
は
証
拠
書
類
と
し
て
裁
判
所

に
押
収
せ
ら
れ
、
今
春
の
戦
災
で
恐
ら
く
は
裁
判
所
と
共
に
焼
失
し
て
し

ま

つ
た
の
で
あ
る
。
至
る
と
こ
ろ
に
削
除
の
赤
イ
ン
キ
の
入
つ
た
紙
屑
の

や
う
な
初
校
刷
を
中
央
公
論
社
か
ら
貰
ひ
受
け
、
爾
来
七
年
半
、
深
く
筐

底
に
秘
し
て
ゐ
た
。
誰
に
も
見
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
つ
た
が
、

作
者
と
し
て
は
忘
れ
難
い
生
涯
の
記
念
で
あ

つ
た
。
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開
高
の
記
し
て
い
る

「初
校
刷
」
が
、
果
し
て

「無
削
除
、
無
伏
字
」
で
あ

っ

た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
原
稿
は
裁
判
の
際
に
証
拠
物
件
と
し
て
押

収
さ
れ
、
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
の
で
、
戦
後
に
刊
行
す
る
際
に
は

作
者
が
密
に
保
存
し
て
い
た
ゲ
ラ
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
更
に

言
え
ば
、
裁
判
の
際
に
は
ゲ
ラ
は
押
収
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ゲ
ラ
と
原
稿
の
相
違
を
見
極
め
る
上
で
、
こ
の
事
実
は
重
要
な
意
味
を
帯
び
て

来
る
。
ゲ
ラ
の
段
階
で
編
集
者
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
残
さ
れ
た

ゲ
ラ
や
作
者
の
記
憶
か
ら
本
文
を
起
こ
し
て
も
、
発
禁

『
中
央
公
論
』
該
当
号

と
は
異
な
る
本
文
が
出
来
上
が
る
し
、
原
稿
と
の
相
違
も
出
て
来
る
か
ら
だ
。

戦
後
に
石
川
達
三
自
身
が
削
除

・
改
変
し
た
箇
所
も
あ
る
。
本
稿

で
は
そ
の

改
変
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
無
い
が
、
戦
後
に
生
成
さ
れ
た
本
文
は

〈戦
後
版
〉
と
し
て
位
置
づ
け
、
発
禁

『
中
央
公
論
』
版
や
焼
失
し
た
原
稿
と

は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
が
発
売
禁
止
と
な

っ
た
主
な
原
因
の

一
つ
に
、
印
刷

過
程
に
お
け
る
鉛
版
の
削
除

（
一
部
の
回
顧
文
で
は
、
こ
の

〈鉛
版
の
削
除
〉

を

〈伏
字
〉
と
し
て
提
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で

〈鉛

版
の
削
除
〉
と
い
う
行
為
に
重
き
を
置
く
こ
と
で
、
編
集
段
階
で
の
記
号
に
よ

る

〈伏
字
〉
と
は
区
別
を
し
て
扱
う
）
が
あ
る
。
印
刷
途
中
に
機
械
を
止
め
て

鉛
版
を
削
る
作
業
を
重
ね
て
行

っ
た
結
果
、
異
な
る
本
文
を
持

つ
雑
誌
が
発
生

し
た
。
先
の
半
藤
は
こ
の
作
業
に
つ
い
て
、
「伏
字
の
相
違
が
あ

っ
て
刷
り
上

っ

た

『
中
央
公
論
』
は
三
十
数
種
類
も
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
れ
が
当
局
を
編
す

た
め
の
眼
眩
ま
し
と
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
Ｆ

一十
数
種
類
」

も
の
本
文
と
い
う
数
字
は
、
注
（
３
）
に
も
記
し
た
通
り
、
根
拠
に
欠
け
る
大

げ
さ
な
数
字
で
あ
る
。

従

っ
て
、
よ
り
実
態
に
近
づ
く
た
め
に
、
当
時
の
関
係
者
の
た
ち
の
回
顧
文

を
以
下
に
引
用

・
点
検
し
て
い
く
。
当
時
の

『
中
央
公
論
』
編
集
長
で
あ

っ
た

雨
宮
庸
蔵
は
、
鉛
版
の
削
除
に
つ
い
て
、
「
伏
字
の
操
作
は
、
輪
転
機
に
か
け

ら
れ
は
じ
め
た
際
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
ケ
ア
レ
ス

・
ミ
ス
テ
ー
ク
を

お
か
す
盲
点
が
伏
在
し
た
。
そ
し
て
納
本

（内
務
省
検
閲
課
な
ど
関
係
当
局
に

発
売
三
日
前
に
納
入
し
た
も
の
）
で
の
伏
字
の
箇
所
が
市
販
に
だ
し
た
も
の
で

は
生
か
さ
れ
て
い
た
り
逆
に
後
者
で
伏
字
に
な

っ
て
い
る
箇
所
が
納
本
で
は
生

か
さ
れ
て
い
た
り
、
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
」
と
、
具
体
的
な
本
文
の
種
類

の
数
は
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
本
文
の
差
異
は
段
階
的
に
明
瞭
な
も
の
で
は

な
く
、
複
雑
な
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
編
集
関
係
者
で
あ

っ
た
畑
中
繁
雄
は

「載
せ
た
側
の

『
中
央

公
論
』

に
た
い
す
る
軍
や
検
察
当
局
の
追
及
は
、
〃反
戦
小
説
〃
の
疑
い
の
あ

る
小
説
を
意
識
的
に
載
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
の
う
え
に
、
印
刷
工

程
の
前
記
の
手
違
い
に
よ
り
鉛
版
を
削
る
前
に
印
刷
さ
れ
た
少
数
部
数
が
た
ま

た
ま
市
販
分
に
混
入
し
た
事
実
か
ら
、
中
央
公
論
社
は
こ
と
さ
ら
二
種
類
の
雑

誌
を

つ
く

っ
て
、
む
し
ろ
計
画
的
に
配
布
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
が

か
さ
ん
で
、
い
っ
そ
う
厳
し
さ
を
く
わ
え
た
」
と
、
作
品
の
内
容
と
同
じ
程
度

に
、
鉛
版
の
削
除
が
結
果
的
に
危
険
な
行
為
で
あ

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

畑
中
は
本
文
が

「
二
種
類
」
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。

同
じ
く

『
中
央
公
論
』
関
係
者
で
あ
り
、
該
当
号
の
発
行
人
で
あ

っ
た
牧
野

武
夫
は
、
当
時
の
頁
削
除
の
様
子
と
と
も
に
、
鉛
版
の
削
除
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

さ
て
、
そ
う
い
う
次
第
で
、
発
売
日
は
ど
う
し
て
も
動
か
せ
な
い
と
こ
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ろ
か
ら
、
問
題
の

「中
央
公
論
」
は
十
九
日
に
出
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

案
の
じ
ょ
う
、
出
る
と
す
ぐ
発
売
禁
止
に
な

っ
た
。
歴
代
編
集
長
の
回
顧

で
小
森
田
君
も
書
い
て
い
る
通
り
、
鋏
、
物
さ
し
、
改
訂
の
ゴ
ム
印
な
ど

を
用
意
し
て
、
全
社
員
出
動
の
態
勢
を
整
え
、
即
刻
内
務
省
に
分
割
還
付

の
許
可
願
い
を
提
出
し
た
。
わ
る
い
所
だ
け
を
切
り
と

っ
て
そ
の
ま
ま
販

売
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
各
小
売
書
店
の
店
頭
処
理
で
事

が
済
む

―
―

当
時
は
そ
う
い
う
便
宜
的
な
取
扱
い
が
制
度
的
な
慣
習
に

な

っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
い
く
ら
待

っ
て
も
分
割
還
付
の
許
可
が
下
り
な
い
の
で
あ

る
。
「
発
禁
に
す
る
以
上
、
ど
こ
が
い
け
な
い
か
は
分

っ
て
い
る
筈
で
あ

る
。
早
く
そ
れ
を
指
摘
し
て
欲
し
い
」
と
、
い
く
ら
催
促
し
て
も
警
保
局

で
は

一
向
に
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
。
ど
う
も
様
子
が
今
ま
で
と
は
違
う
の
で
あ

る
。
何
か
こ
と
さ
ら
意
地
わ
る
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
し
、

疑
心
暗
鬼
と
い
う
や
つ
で
刻
々
不
安
と
焦
燥
が

つ
の
る
ば
か
り
、
社
内
を

あ
げ
て
、
暗
潜
た
る
空
気
に
包
ま
れ
て
し
ま

っ
た
。
時
刻
が
経

つ
に
つ
れ

て
売
れ
る
商
機
も
逸
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
営
業
上
に
も
支
障
を
来
す

か
ら
と
強
硬
に
か
け
合

っ
て
み
る
と
、
内
務
省
で
は
突
然
、

「
わ
る
い
の
は
君
の
方
だ
。
二
種
も
三
種
も
内
容
の
違

っ
た
雑
誌
を
出

し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
納
本
し
た
の
と
市
販
に
出
し
た
の
と
伏
字
の
箇

所
も
分
量
も
違
う
。
驚
く

べ
き
不
選
の
作
為
で
、
こ
の
点
は
別
の
事
件
と

し
て
ア
ト
に
残
る
が
、
差
当
た
り
分
割
還
付
の
処
置
を
と
ろ
う
に
も
こ
れ

で
は
手
が

つ
け
ら
れ
な
い
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
間
違
い
が
何
に
よ

っ
て
起
き
た
か
は
、
前

か
ら
の
記
述
で
お
よ
そ
見
当
は
つ
く
だ
ろ
が
、
当
時
は
印
刷
所
に
詰
め
て

い
た
編
集
当
務
者
以
外
、
社
員
の
誰
も
そ
ん
な
事
情
は
知
ら
な
か

っ
た
。

輪
転
機
が
動
き
出
し
て
か
ら
幾
度
も
、
停
め
て
は
削
り
停
め
て
は
削
り
し

た
と
い
う
の
で
は
、
い
ろ
い
ろ
違

っ
た
雑
誌
が
出
来
る
の
が
当
り
前
で
あ

る
。
内
容
の
違

っ
た
―
―

警
視
庁
も
よ
く
集
め
た
も
の
で
―
―

幾
種
類

も
の
雑
誌
を
眼
の
前
に
つ
き

つ
け
ら
れ
て
は
、
こ
ち
ら
も
弁
解
の
余
地
が

な
い
。
特
に
、　
一
ば
ん
多
く
削
ら
れ
た
も
の
即
ち
最
終
に
出
来
た
も
の
が

納
本
分
に
廻
り
、
削
り
足
り
な
い
初
め
の
分
が
市
販
に
―
―

し
か
も
そ

れ
が
遠
隔
の
地
方
か
ら
順
々
に
割
り
当
て
て
輸
送
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、

い
け
な
か

っ
た
、
印
刷
、
製
本
、
発
送
と
い
う
流
れ
作
業
か
ら
言
え
ば
、

そ
れ
は
極
め
て
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
が
、
頭
か
ら
疑

っ
て
か
か
る
色

眼
鏡
で
み
る
と
、
こ
れ
は
最
も
ず
る
く
取
締
り
の
眼
を
く
ら
ま
そ
う
と
す

る
悪
質
な
手
段
と
解
釈
さ
れ
、
そ
の
点
で
検
察
当
局
の
心
証
を
と
こ
と
ん

ま
で
害
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

牧
野
の
文
章
に
は

『
中
央
公
論
』
の
該
当
号
が

「十
九
日
に
出
て
し
ま

っ
た
」

と
あ
り
、
発
売
後
に
分
割
還
付
の
手
続
き
が
思
う
よ
う
に
運
ば
な
か

っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
文
中
の

「
小
森
田
君
」
は
小
森
田

一
記
で
、
雨
宮
の
後
に

『
中
央

公
論
』
の
編
集
長
に
な

っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
小
森
田
は

「
発
禁
寸
景
」
の

申
で

「
昭
和
十
二
年
二
月
号
の

『
中
央
公
論
』
が
発
売
当
日
の
二
月
十
九
日
に

果
然
！

発
禁
に
な

っ
た
」
と
記
し
て
あ
り
、
牧
野
と
同
様
に
、
該
当
号
は
書

店
に

一
日
並
ぶ
時
間
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
記
述
で
あ
る
。
先
に
東
京
と
遠

隔
地
の
時
差
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
関
係
者
の
証
言
は
、
東
京
の
実
態
に
重
き

を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
遠
隔
地
で
あ
れ
ば
、
輸
送
に
よ
る
時
差
に
よ
り
書
店

に
並
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
が
、
東
京
に
お
い
て
も
確
実
に

一
日
、
な
い
し
は
半
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日
は
書
店
に
並
ん
だ
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
ご
く
限
ら
れ
た
数
で
は
あ
る
が
、　
一

般
読
者
の
手
に
渡

っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
十
数
時
間
は

「
生
き
て
ゐ
る

兵
隊
」
の
同
時
代
受
容
に
と

っ
て
、
か
な
り
重
要
な
時
間
的
余
裕
で
あ
る
。

し
か
し
先
の
畑
中
は
、
同
じ
文
中
に
お
い
て
、
「
掲
載
誌
の
発
禁
は
、
発
売

日

（
二
月

一
九
日
）
の
前
夜
八
時
す
ぎ
、
内
務
省
警
保
局
図
書
課
か
ら
突
然
、

電
話
で
通
達
さ
れ
て
き
た
。
お
り
か
ら
作
者
の
石
川
と
編
集
部
の
佐
藤
や
松
下

の
あ
い
だ
で
は
、
銀
座
に
お
い
て
野
心
作
発
表
の
祝
杯
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
刻
に
あ
た

っ
て
い
た
の
は
皮
肉
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
編
集
長
で
あ

っ
た
雨
宮
も

「
掲
載
誌
は
店
頭
発
売
前
日
の
十
八
日
午
後

六
時
発
禁
処
分
の
通
告
を
う
け
た
」
と
、
時
間
差
は
あ
る
も
の
の
、
発
売
日
前

日
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
先
の
牧
野
ら
と
の
記
述
と
は
食
い
違
う
点

が
あ
る
。
「
中
央
公
論
』
二
月
号
は
昭
和
十
二
年
二
月
十
七
日
に
配
本
さ
れ
た
。

翌
日
の
午
後
六
時
、
「
聖
戦
に
し
た
が
う
軍
を
故
意
に
誹
謗
し
た
も
の
」
「
反
軍

的
内
容
を
も

っ
た
時
局
柄
不
穏
当
な
作
品
」
と
し
て
内
務
省
は
発
売
禁
止
を
通

告
し
て
き
た
」
と
い
う
半
藤
の
記
述
、
ま
た

「
二
月
号
の
発
行
を
前
に
十
八
日

中
央
公
論
の
発
売
禁
止
並
に
日
本
評
論
の

一
部
削
除
が
内
務
省
か
ら
通
達
さ
れ

た
」
と
い
う
新
聞
記
事
を
踏
ま
え
る
の
な
ら
ば
、
通
告
は
発
行
日
前
日
に
あ
た

る
十
八
日
の
夜
に
中
央
公
論
社
に
達
し
、
翌
十
九
日
に
該
当
号
が
書
店
に
並
ん

で
か
ら
数
時
間
を
経
て
押
収
さ
れ
た
、
と
い
う
流
れ
が
見
え
て
き
そ
う
だ
。

「十
七
日
に
配
本
さ
れ
た
」
と
い
う
記
述
は

『
中
央
公
論
社
の
八
十
年
』
に
も

確
認
で
き
る
。
発
禁
処
分
を
受
け
て
も
、
各
店
舗
が
該
当
号
を
自
主
的
に
返
本

す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
朝
か
ら
書
店
に
並
ん
で
買
い
求
め
る
読
者
の
手
に
は

渡

っ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。

実
際
に

「生
き
て
る
兵
隊
」
を
読
め
た
人
物
は
、
注

（
１５
）
で
挙
げ
た
宮
本

百
合
子
の
他
に
、
石
川
か
ら
雨
宮
に
送
ら
れ
た
書
簡
の
中
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

今
回
は
ど
う
も
飛
ん
で
も
な
い
御
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
重
ね
て
厚
く
御

詫
び
申
上
げ
ま
す
。
実
は
若
し
も
改
訂
版
発
行
が
出
来
な
く
な
り
は
せ
ぬ

か
と
心
配
し
て
居
ま
し
た
。
そ
う
な
れ
ば
社
と
し
て
も
他
の
執
筆
者
読
者

に
対
し
て
も
申
訳
な
い
次
第
と
、
日
曜
か
ら
月
曜
と
心
配
し
続
け
て
居
ま

し
た
。
火
曜
の
夜
書
店
で
出
て
い
る
の
を
発
見
漸
く
少
し
安
堵
の
思
い
で

し
た
。
全
く
小
生
と
し
て
も
熟
々
後
悔
懺
愧
の
至
り
に
た
え
ず
、
友
人
た

ち
に
対
し
て
も
辱
か
し
い
気
持
で
居
り
ま
す
。
唯

一
つ
些
自
ら
慰
む
る
所

は
読
ん
だ
人
達
が
皆
讃
を
与
え
て
く
れ
る
事
で
、
板
垣
鷹
穂
氏
や
武
田
麟

太
郎
氏
も
日
を
揃
え
て
良
い
作
品
で
あ

っ
た
、
残
念
で
あ

っ
た
と
言

っ
て

呉
れ
る
の
で
し
た
。

板
垣
鷹
穂
や
武
田
麟
太
郎
も
、
後
に
述

べ
る
が
宮
本
百
合
子
と
同
様
に
、
中

央
公
論
社
か
ら
の
寄
贈
に
よ

っ
て
作
品
を
読
み
、
賛
辞
を
与
え
る
こ
と
も
出
来

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
該
当
号
の
発
行
日
で
あ
る
二
月
十
九
日
は
土
曜
日
で

あ
る
が
、
石
川
の
書
簡
に
よ

っ
て
三
日
後
の
火
曜
日
、
即
ち
二
十
二
日
の
夜
に

は
頁
が
削
除
さ
れ
、
分
割
還
付
さ
れ
た
該
当
号
が
書
店
に
並
び
始
め
た
こ
と
が

分
か
る
。
大
阪
で
は
や
や
遅
れ
て
二
十
四
日
の
新
聞
に
該
当
号
の
広
告
が
掲
載

さ
れ
、
「
創
作
に
お
け
る
事
故
の
た
め
発
売
遅
延
致
し
、
大
変
御
迷
惑
を
お
か

け
申
し
た
こ
と
を
御
詫
び
中
上
げ
ま
す
、
火
急
の
こ
と
と
て
已
む
を
得
ず

一
部

削
除
の
上
、
本
国
発
売
致
し
ま
し
た
」
と
い
う

「
謹
告
！
」
が
掲
載
さ
れ
て
い

Ｚり
。論

を
鉛
版
の
削
除
に
戻
す
が
、
当
局
側
の
資
料
で
あ
る

『
出
版
警
察
報
』
に
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は

削
除
の
実
態
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

中
央
公
論
社
に
於
て
は
該
小
説
が
人
心
惑
乱
の
虞
あ
る
内
容
あ
る
の
み
な

ら
ず
造
言
飛
語
と
な
る
べ
き
事
項
及
陸
軍
省
令
に
依
る
新
聞
紙
掲
載
禁
止

に
抵
触
す
る
の
情
を
知
り
本
誌
を
発
行
す
る
に
於
て
は
或
は
禁
上
に
附
せ

ら
る
ゝ
や
も
知
れ
ず
と
予
期
し
居
り
な
が
ら
而
も
敢
て
発
行
を
企
図
し
、

印
刷
に
際
し
て
も
三
国
に
亘

つ
て
鉛
版
を
削
り
、
納
本
は
最
も
多
量
に
削

除
し
た
る
も
の
を
以
て
為
し
、
共
の
他
は
無
納
本
の
ま
ゝ
発
売
頒
布
し
た

る
も
の
で
あ
る
。
本
小
説
が
支
那
側
に
於
て
こ
れ
を
翻
訳
反
日
宣
伝
の
具

に
使
用
さ
れ
た
事
実
あ
り
国
際
的
色
彩
を
有
す
る
事
犯
で
あ

つ
た
。

編
集
者
の
回
顧
文
で
表
れ
る
鉛
版
削
除
回
数
は
、
人
に
よ
り
違
い
が
あ
る
が
、

当
局
側
の
認
識
と
し
て
は

「
三
回
」
で
統

一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
検
討

す
る
裁
判
記
録
で
も
同
様
で
あ
る
。
当
局
と
編
集
者
の
認
識
の
違
い
は
、
前
提

と
し
て
ま
ず
、
認
識
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
違
い
が
あ
る
。
編
集
者
は
、
発
禁

処
分
後
に
開
か
れ
た
会
議
な
ど
で
印
刷
現
場
に
い
た
人
物
か
ら
事
情
を
聞
く
な

ど
し
て
、
削
除
に
関
す
る
デ
ー
タ

（回
数
、
簡
所
等
）
を
入
手
し
た
だ
ろ
う
が
、

当
局
側
の
人
間
は
、
印
刷
の
状
況
は
知
り
得
な
い
の
で
、
人
手
し
た
雑
誌
本
文

の
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
に
よ
り
削
除
の
回
数
を
推
定
す
る
し
か
な
い
。
恐
ら
く
当
局

側
は
、
裁
判
を
開
く
に
あ
た
り
、
そ
の
物
的
証
拠
と
す
る
た
め
に
三
―
四
種
類

の
本
文
を
人
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
牧
野
が

「
警
視
庁

も
よ
く
集
め
た
も
の
で
」
と
記
し
た
所
以
で
あ
る
。
次
章
で
は
当
局
側
の
資
料

を
用
い
て
、
裁
判
の
経
過
を
検
討
す
る
。

三
、
裁
判

記
録

に
表

れ
た
発
禁

の
根
拠

デ
ー
タ

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
を
掲
載
し
た

『
中
央
公
論
』
が
発
禁
処
分
を
受
け
た

後
、
石
川
及
び
中
央
公
論
関
係
者
は
、
検
挙
、
起
訴
さ
れ
る
に
至
る
。
適
用
法

条
な
ど
は

『
出
版
警
察
報
』
で
も
確
認
で
き
る
が
、
当
時
の
肉
筆
の
裁
判
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
。

同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
蔵

（
安
永
武
人
旧
蔵
）

の

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
公
判
記
録
』
（
以
下
、
『
公
判
記
録
し

及
び

『
石
川
達

三

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
事
件
　
警
視
庁
意
見
書

・
聴
取
書
』
（以
下
、
『
聴
取

書
』
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、
裁
判
の
際
の
当
局
側

の
根
拠
と
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
Ｇ

『
公
判
記
録
』

で
は
、
被
疑
者
ら
の
取
調

べ
に
お
い
て
、
雑
誌
発
行
に
関
す

る
事
項
の
確
認
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
『
中
央
公
論
』
二
月
号
の
存

在
を
確
認
す
る
際
に
、
検
察
側
は

「押
第
六
五
七
二
号
ノ

一
ノ

一
、
二
を
展
示
」

し
、
石
川
は

「
其
ノ

一
ハ
納
本
シ
タ
モ
ノ
ニ
テ
ニ

ハ
発
売
禁
止

ニ
ナ
ツ
テ
押
収

サ
レ
タ
本
ノ

一
部
ダ
ト
思
」
う
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

の
原
稿
に
つ
い
て
は
証
拠
物
件

「
押
号
ノ
ニ
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
「
納
本
」
さ
れ
た
本
と

「
押
収
」
さ
れ
た
本
の
二
冊
の

『
中
央
公

論
』
該
当
号
が
証
拠
物
件
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
重
要
な
こ

と
は
、
こ
の
二
冊
が
同

一
本
文
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
牧
野
に
対
す
る
尋
問

で
も

「
納
本
用

ニ
ハ
三
ツ
ア
ツ
テ
最
後
ノ
伏
字
ノ

一
番
多
イ
モ
ノ
ヲ
納
本
用
ト

シ
テ
居
ル
相
ダ
ネ
」
と
言

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
納
本
」
さ
れ
た
本
の
方
が

「
押
収
」
さ
れ
た
本
よ
り
伏
字

・
削
除
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
気
が

つ

い
た
当
局
が
、
押
収
し
た
も
の

（
つ
ま
り
、
分
割
還
付
さ
れ
な
か

っ
た
本
）
を
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資
料
と
し
て
使

っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
複
数
の
本
文
を
点

検
す
る
作
業
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
資
料
と
し
て
、
現
在
国
立

国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
該
当
号
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
新
聞
紙
法
」

で

は
、
初
め
に
確
認
し
た
様
に
内
務
省
に
は
発
行
と
同
時
に
二
部
雑
誌
を
納
本
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内

一
部
は
当
時
の
帝
国
図
書
館
に

〈交

付
〉
と
い
う
形
で
検
間
を
経
た
後
に
移
管
さ
れ
る
。
し
か
し
、
該
当
号
に
関
し

て
は
、
裁
判
の
証
拠
物
件
と
し
て
提
出
す
る
た
め
に
帝
国
図
書
館
に
交
付
す
る

は
ず
の
分
が
廻
さ
れ
た
。
従

っ
て
、
現
在
国
会
図
書
館
所
蔵
の
該
当
号
は
、
帝

国
図
書
館
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
図
書
館
が
独
自
に
穴
埋
め
の
為
に

購
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
表
紙
に
は
、
他
の
号
に
は
無
い

「
購

入
印
」
が
押
さ
れ
て
い
て
、
問
題
箇
所
が
そ
の
上
に
手
書
き
で
記
さ
れ
、
さ
ら

に
左
上
に
は

「
十

望
お

（躍
ご

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
キ
」
は
恐
ら
く
禁
止

の

「
キ
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
裁
判
に
至
る
ま
で
の
当
局
側
の
事
情
が
こ

の
辺
り
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

牧
野
は
印
刷
が
完
了
し
た
日
付
に
つ
い
て
の
質
問
で
、
「
印
刷
ノ
方

ハ
良
ク

判
リ
マ
セ
ン
」
と
答
え
な
が
ら
も
、
鉛
版
削
除
の
回
数
に
つ
い
て
は

「
三
回
位

卜
思
ヒ
マ
ス
」
と
答
え
、
「
納
本

ニ
ハ
最
後
ノ

一
番
伏
字
ヤ
削
除
ノ
多
イ
物

ヲ

ヤ
ツ
タ
ノ
カ
」
と
の
問
い
に
つ
い
て

「左
様
デ
ス
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
回

数
は
、
恐
ら
く
は
当
局
側
が
導
き
出
し
た
数
で
、
裁
判
の
際
に
検
察
側
に
そ
う

証
言
す
る
様
に
指
示
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い

（あ
る
い
は
、
記
録
と

し
て
残
す
際

に
都
合
よ
く
書
き
換
え
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
）
。

こ
の

様
な
答
弁
に
至
る
ま
で
の
い
き
さ

つ
が
、
裁
判
に
関
わ

っ
た
当
事
者
た
ち
に
も

〈事
実
の
数
値
〉
と
し
て
後
々
ま
で
記
憶
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
裁
判
記
録
か
ら
は
、
従
来
言
及
さ
れ
て
来
な
か

っ
た
よ
う
な
事
実
が
幾

つ
か
分

っ
て
く
る
が
、
『
公
判
記
録
』
の
別
の
箇
所
で
は
、
各
委
託
販
売
先
ご

と
の
部
数
に
つ
い
て
、
「
東
京
堂

二
三
万
五
千
部
東
海
堂
、
北
隆
館
、
大
東
館

二
三
万
五
千
部
位
ノ
計
七
万
部
位

ヲ
委
託
販
売

二
出
シ
タ
」
と
し
、
加
え
て

「
社
デ
寄
贈
頒
布
シ
タ
モ
ノ
モ
二
千
部
位
」
あ

っ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
二
千
部
位
」
は
、
通
常
の
販
売
ル
ー
ト
に
乗
ら
な
い
の
で
、
押
収
は
さ

れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
『
出
版
警
察
報
』
に
よ
れ
ば
、
総
発
行
部
数
七
万

三
千
部
の
内
、
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
五
万
四
千
三
百
五
十
二
部
が
押

収
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
が
、
寄
贈
分
は
こ
れ
を
差
し
引
い
た
未
押
収

一
万

八
千
六
百
四
十
八
部
の
中
に
入
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
『
中
央
公

論
』
に
縁
が
あ
る
文
学
者
や
識
者
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
宮

本
百
合
子
ら
も
入

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
牧
野
は
鉛
版
削
除
に
つ
い
て
、
「
削
レ
ル
ダ
ケ
削
り
此
ノ
程
度
ナ
ラ
許

サ
レ
ル
ダ
ラ
ウ
ト
思
フ
程
度

二
伏
字
削
除
ヲ
用
ヒ
マ
シ
タ
」
と
答
え
、
伏
字
に

つ
い
て
は
、
「
伏
字

ニ
シ
タ
ト
コ
ロ
ヘ
ハ
読
者
ガ
勝
手

二
危
険
ナ
文
字

ヲ
入
レ

テ
読
ミ
ハ
セ
ヌ
カ
ト
思
ヒ
検
閲
ヲ
得
テ
見
ネ
バ
判
ラ
ヌ
ト
思
ツ
タ
程
デ
シ
タ
」

と
、
「
執
筆
に
当

っ
て
は
、
検
閲
の
ス
レ
ス
レ
の

一
線
を
ね
ら
う
配
慮
を
し
た

と
、
彼

（石
川

¨
筆
者
注
）
は
語

っ
て
い
る
が
、
編
集
部
の
方
は
そ
れ
以
上
に

神
経
質
で
あ

っ
た
」
と
い
う
状
態
を
よ
く
表
し
て
い
る
証
言
と
言
え
る
。
「
そ

の
半
年
前
に
発
表
し
た

「
日
蔭
の
村
」
で
さ
え
、
伏
字

・
削
除
で
ズ
タ
ズ
タ
に

な

っ
て
い
る
」
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
て
も
、
編
集
側
が
如
何
に
神
経
を
す
り

減
ら
し
て
伏
字

・
鉛
版
削
除
と
い
う

〈
二
重
の
自
己
規
制
〉
を
用
い
た
か
は
、

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
生
成
事
情
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
言
え
る
。

『
公
判
記
録
』
に
よ
る
と
、
石
川
は

「
原
稿
ノ
報
酬

ハ
」
と
い
う
問
い
に
対
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し
て

「発
禁

ニ
ナ
ツ
タ
ノ
デ
受
取
リ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
原
稿
に
つ
い
て
は
、
「
原
稿

ハ
区
分
シ
テ
其
ノ
都
度
渡
シ
タ
ノ
カ
」
と
の

問
い
に
対
し
て
、
Ｆ

一回

二
区
分
シ
マ
シ
タ
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
こ
に
つ
い

て
は
こ
れ
以
上
問
い
質
さ
れ
て
は
い
な
い
。
Ｆ

一回
」

の
分
け
方
が
作
品
の
展

開
に
沿

っ
た
区
分
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
原
稿
の
仕
上
が

っ
た
部
分
か
ら
の
区

分
け
な
の
か
は
分
ら
な
い
が
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

の
成
立
事
情
を
示
す

一

つ
の
証
言
と
し
て
提
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
現

段
階
で
は
実
証
的
な
考
察
は
出
来
な
い
が
、
今
後
の
作
品
研
究
に
あ
た
り
何
ら

か
の
ア
，プ

ロ
ー
チ
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に

『
聴
取
書
』
に
移
る
が
、
印
刷
の
過
程
に
つ
い
て
の
証
言
が
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

尚
当
人

ハ

「中
央
公
論
」
二
月
号
ヲ
発
行
シ
タ
ル
ニ
際
シ
発
行
部
数
七
万

三
千
部
ヲ
三
回

二
印
刷
シ
第

一
回
分

ハ
伏
字
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
約
四
万
三

千
部
第
二
回
分

ハ
伏
字
ヲ
為
シ
タ
ル
分
少
量
鉛
版
ヲ
削
り
印
刷
シ
タ
ル
モ

ノ
約
二
万
部
第
二
回
分

ハ
伏
字
ノ
上
多
量

二
鉛
版
ヲ
削
り
印
刷
シ
タ
ル
モ

ノ
約
壱
千
部
ノ
三
種
類
発
行
シ
警
察
官
庁

二
対
シ
テ
ハ
発
売
頒
布
禁
止
処

分
ヲ
免
ガ
レ
ン
ガ
為
メ
官
庁
ヲ
欺
職
シ
テ
第
二
回
ロ

ニ
印
刷
シ
タ
ル
多
量

削
除
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
納
本
シ
第

一
、
第
二
回
ロ

ニ
印
刷
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
無

納
本
ノ
侭

一
般
読
者

二
発
売
頒
布
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

こ
れ
は
、
牧
野
武
夫
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
が
、
段
階
的
な

削
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
で
あ
る
。
内
務
省
に
納
本
さ
れ
た
も
の

と
同
じ
よ
う
な
、
「
多
量
削
除
シ
タ
ル
モ
ノ
」
は
千
部
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は

二
種
類
あ

っ
て
都
合
三
種
類
の
本
文
が
存
在
し
、
そ
れ
が

「新
聞
紙
法
」
違
反

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注

（
１９
）
に
記
し
た
よ
う
に
、
第
十

一
条
が

納
本
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
の
で
、
牧
野
の
犯
罪
事
実
の
根
拠
と
な

っ
た
未
削

除
本
文
の
未
納
本
と
い
う
結
果
的
事
実
が
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

の
本
文
に

関
す
る
言
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
。

四
、
鉛
版
削
除

の
実

証
的

調
査

さ
ら
に
こ
こ
か
ら
は
、
具
体
的
に
鉛
版
削
除
が
行
わ
れ
た
場
面
を
取
り
上
げ

て
、
そ
の
部
分
に
関
す
る
諸
本
文
の
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
を
検
討
し
て
み
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
と
し
て
白
石
喜
彦
が
詳
細
な
論
を
提
出
し
て
い
る
の

で
、
筆
者
は
こ
れ
を
補
足
す
る
形
で
、
さ
ら
に
こ
の
削
除
と
い
う
事
実
が
惹
き

起
こ
す
テ
キ
ス
ト
享
受
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

伏
字
に
は

《
○
○
》
《
×
×
》
↑

…
０

お
よ
び
鉛
版
を
削

っ
た
ま
ま
空
白

と
し
た
も
の
、
の
四
種
類
が
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
伏
字
処
理
は
編

集
部
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
石
川
達
三
は
後
年
、
《
或
る
部
分
は
編

集
者
が
発
売
禁
止
を
お
そ
れ
て
、
自
分
の
判
断
で
無
二
無
三
に
削

っ
た
。

ま
る
で
編
集
者
が
私
た
ち
の
作
品
を
削
除
す
る
権
利
を
も

っ
て
い
る
か
と

疑
わ
れ
る
程
で
も
あ

っ
た
》
翁
経
験
的
小
説
論
』

文
藝
春
秋
　
『
、

６５

頁
）
と
、
恨
み
言
を
述

べ
て
い
る
が
、
雑
誌
発
行
を
至
上
命
令
と
す
る
編

集
部
と
し
て
は
伏
字
を
用
い
る
の
は
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
伏
字
箇
所
を
最
小
限
に
抑
え
て
検
閲
を
通
す
こ
と
が
編
集
者
に

要
請
さ
れ
た
仕
事
で
あ

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
（中
略
）
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「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
冒
頭
で
、
自
宅
に
火
を
放

っ
た
中
国
人
青
年
を

笠
原
伍
長
が
斬
首
す
る
場
面
は
、
《
虐
待
ノ
感
ヲ
与

フ
ル
》
で
あ
ろ
う
。

ほ
か
に
も
、
二
〇
歳
余
と
見
え
る
農
民
女
性
に
ス
パ
イ
容
疑
を
か
け
て
裸

に
し
、
近
藤

一
等
兵
が
短
剣
を
突
き
た
て
て
殺
し
た
場
面
、
母
親
の
死
骸

に
す
が

っ
て
泣
き

つ
づ
け
る
娘
を
平
尾

一
等
兵
ら
が
銃
剣
を
突
き
ま
く

っ

て
殺
す
場
面
な
ど
が
、
右
の
禁
止
事
項
に
該
当
す
る
。
右
の
三
例
の
う
ち

第
二
、
第
二
の
例
に
つ
い
て
は
初
出
の
際
に
具
体
的
な
殺
害
方
法
を
描
い

た
部
分
を

《
…
…
》
を
用
い
て
伏
字
と
し
て
お
り
、
伏
字
に
し
な
け
れ
ば

《虐
待
ノ
感
ヲ
与

フ
ル
》
程
度
が
甚
し
い
、
と
編
集
部
は
判
断
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
伏
字
と
さ
れ
な
か

っ
た
語
句

（近
藤

一
等
兵
の
場
面

で
は

《彼
は
物
も
言
は
ず
に
右
手
の

〔１６
字
分
伏
字
〕
た
て
た
》

《恰
度

標
本
に
す
る
た
め
に

〔以
下
伏
字
》
　
《
短
剣
》
な
ど
、
平
尾

一
等
兵
の

場
面
で
は

《
「
え
い
、
え
い
、
え
い
ッ
！
し

《
他
の
兵
も
各
々

〔１８
字
分

伏
字
〕
ま
く

つ
た
》
《
ほ
と
ん
ど
十
秒
と

〔以
下
伏
字
じ

（
〔　
〕
は
引
用

者
）
な
ど
）
を
手
が
か
り
と
し
て
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
れ
ば
、
伏
字
が

起
こ
さ
れ
た
単
行
本
初
版
の
描
写
と
さ
し
て
隔
た
り
の
な
い
光
景
を
思
い

う
か
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

白
石
は
同
書
で

「
発
売
日
の
前
夜
に
発
売
禁
止
の
通
達
が
あ
り
そ
れ
か
ら
小

説
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
あ
わ
た
だ
し
さ
の
中
で
、

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
を
掲
載
し
た
ま
ま
の

『
中
央
公
論
』
誌
が
残
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
」
と
、
削
除
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
雑
誌
が
あ

っ
た
こ
と
を
確
認

し
、
ど
の
よ
う
な
伏
字
が
編
集
部
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
を
考
察
し
て

い
る
。
こ
れ
に
付
随
す
る
形
で
、
印
刷
過
程
の
鉛
版
削
除
に
つ
い
て
も
調
査

・

言
及
を
行

っ
て
い
る
。

本
稿
文
末
の
別
表
は
、
白
石
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
表
を
基
に
し
て
、
筆

者
が
さ
ら
に
調
査
し
た
結
果
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
存
在
す
る

十
七
箇
所
の
活
字
削
除
部
分
に
つ
い
て
、
白
石
は
Ａ
Ｉ
Ｅ
ま
で
の
五
種
類
の
本

文
を
比

べ
て
、
そ
の
差
異
を
Ｏ
ｘ
の
記
号
で
表
し
て
い
る
。
○
は
そ
の
部
分
の

活
字
が
残

っ
て
い
る
も
の
、

×
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
空
白
に
な

っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
Ｆ
、
Ｇ
の
調
査
結
果
を
付
け
加
え
た
。

自
石
の
調
査
結
果
の
難
点
は
、
本
文
の
突
合
せ
に
当
た
り
、
雑
誌
原
本
に
当

た

っ
て
い
な
い
Ａ
、
Ｄ
、
Ｅ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
Ｅ
は
現
在
人
手
可
能

な
中
公
文
庫
版
の
底
本
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
伏
字
復
元
版
」
と
し
て

伏
字
箇
所
に
傍
線
を
引
い
て
分
り
や
す
く
し
て
は
あ
る
も
の
の
、
戦
後
の
単
行

本
を
参
考
に
し
て
本
文
を
整
え
て
い
る
の
で
、
は
や
り
本
文
の
突
合
せ
に
は
不

都
合
な
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
加
え
た
Ｆ
、
Ｇ
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
の

未
削
除
本
文
を
持

つ

『中
央
公
論
』
該
当
号

（押
収
さ
れ
ず
に
出
回

っ
た
も
の
）

で
あ
る
。
そ
の
所
蔵
先
は
表
の
左
側
に
付
し
て
お
い
た
。
本
稿
の
考
察
に
は
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｆ
、
Ｇ
の
四
種
の
本
文
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

白
石
は
調
査
の
結
果
、
印
刷
の

〈
折
〉
（折
丁
）
に
よ

っ
て
諸
本
に
差
が
出

て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
〈
折
〉
と
い
う
の
は
、
表
裏
各
八
頁
分
印
刷
さ
れ

た
大
き
な
紙
を
折

っ
て
製
本
す
る
時
の
そ
の
全
紙

一
枚
分
に
あ
た
る
量
で
、
二

重
線
で
区
切

っ
た
部
分
が
折
に
よ
る
纏
り
で
あ
る
。
同
じ
鉛
版
か
ら
印
刷
さ
れ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
印
刷
の
進
行
具
合
に
よ

っ
て
削
除
箇
所
の
数
が
異
な
る
印

刷
紙
が
発
生
し
た
結
果
、
複
数
種
類
の
本
文
が
出
来
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
が

自
石
の
結
論
で
、
筆
者́
も
そ
れ
に
賛
成
す
る
も
の
だ
。

こ
の
結
果
を
見
る
と
、
折
に
よ

っ
て
か
な
リ
バ
ラ
つ
き
は
あ
る
が
、
最
も
削



"

除
さ
れ
て
い
る
の
が
１０
１
１６
の
折
、
特
に
１５
は
全
て
の
本
文
で
削
除
さ
れ
て
い

る
の
で
、
印
刷
の
初
期
段
階

（紙
型
作
成
の
段
階
か
も
知
れ
な
い
）
で
削
除
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
は
風
俗
壊
乱
に
問
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、

‐６
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
ま
た
、

１７
は
記
号
で
表
す
と
Ｆ
、
Ｇ
で
も
×
で

あ
り
、
白
石
も
Ｂ
、
Ｃ
に
は
×
を
つ
け
て
い
る
が
、
文
節
の
最
後
の

一
文
に
な

っ

て
い
る
の
で
、
果
た
し
て
そ
こ
に
文
章
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
の
判
断
が
難

し
い
所
だ
。

つ
ま
り
、
ゲ
ラ
の
段
階
で
削
除
さ
れ
た
の
で
、
鉛
版
で
は
元
々
活

字
が
組
ま
れ
な
か

っ
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
よ
う
に
諸
本

一
つ
一
つ
に
微
妙
な
差
異
が
あ
る
の
だ
が
、
Ｆ
、
Ｇ
に
限

っ

て
見
る
と
、
明
ら
か
な
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
９
と
‐０
を
境
に
し
て
、
丁
度
対

照
に
な
る
よ
う
な
配
置
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
こ
の
表
か
ら
分
か
る

こ
と
は
、
全
て
が
○
な
い
し
は
全
て
が
×
の
本
文
は
現
在
の
所
存
在
し
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
Ｆ
、
Ｇ
は
入
れ
替
え
を
行
え
ば
、

１５
と
‐７
を
除
い

て
完
壁
な
未
削
除
の
本
文
と
、
完
壁
に
削
除
さ
れ
た
本
文
が
出
来
上
が
る
こ
と

に
な
る
。
Ｂ
、
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
未
削
除
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
、

Ｆ
、
Ｇ
と
の
関
連
を
見

つ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、　
一
つ
の

意
図
が
あ

っ
た
こ
と
が
導
き
出
せ
る
。

つ
ま
り
、
削
除
箇
所
の
数
が
異
な
る
印

刷
紙
の
ば
ら
つ
き
は
、
全
く
の
偶
然
と
は
言
い
が
た
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
偶
然
な
ら
ば
全
て
〇
、

′
あ
る
い
は
全
て
×
の
本
文
が
存
在
し
て
も
い

い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
現
在
の
所
見
当
た
ら
な
い
。
飛
躍
す
れ
ば
、
Ｆ
と
Ｇ
の

両
方
の
雑
誌
を
手
に
出
来
れ
ば
、
全
て
○
に
近
い
本
文
が
出
来
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
読
者
の
側
に
ほ
ぼ
完
全
な
本
文
を
読
む
こ
と

が
出
来
る
可
能
性
が
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

別
表
に
し
た
本
文
の
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
が
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
全
て
で

あ
る
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、
以
上
に
行

っ
た
本
文
調
査
に
よ
り
、
確

実
に
四
種
類
の
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
の
存
在
を
確
認
出
来
た
。
し
か
し
こ
れ
を
見
る

限
り
で
は
、
裁
判
の
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
納
本
の
雑
誌
と
押
収
の
雑
誌
の

そ
れ
ぞ
れ
が
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
の
か
は
断
定
出
来
な
い
。
全
体
的
に
見
れ
ば

Ｇ
は
四
種
の
中
で
も
特
徴
的
で
あ
り
、
削
除
も
多
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
矢

張
り
即
断
は
難
し
い
。
さ
ら
に
別
の
本
文
が
発
見
出
来
れ
ば
、
よ
り
そ
の
実
態

に
近
づ
く
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
調
査
に
期
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
作
品
の
内
容
評
価
に
は
触
れ
な
か

っ
た
が
、
戦
前
の
特
徴
で
あ

る
伏
字

・
活
字
削
除
を
持

っ
た

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
本
文
は
、
発
禁
処
分

・

関
係
者
の
起
訴
に
よ
る
不
幸
と
、
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
の
多
さ
と
い
う
生
成
過
程
の

複
雑
さ
と
で
、
日
本
文
学
史
上
稀
に
見
る
存
在
で
あ
る
。
発
禁
に
な
り
、
押
収

が
行
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
に
引
用
し
た

『
出
版
警
察
報
』
に
は
、
「
本

小
説
が
支
那
側
に
於
て
こ
れ
を
翻
訳
反
日
宣
伝
の
具
に
使
用
さ
れ
た
事
実
」
と

あ
り
、
ま
た
幾

つ
か
の
新
聞
記
事
に
も
あ
る
様
に
、
国
内
よ
り
も
海
外
で
話
題

に
な
り
、
戦
争
に
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
事
も
発
禁
の

一
つ
の
要
因
だ
と
言
え

る
。
こ
の
後
に
横
浜
事
件
な
ど
で
さ
ら
に
言
論
が
規
制
さ
れ
て
ぐ
る
中
で
、
当

局
は
そ
の
見
せ
し
め
と
し
て

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
に
対
し
て
迅
速
な
発
禁
処

分
を
行
い
、
石
川
ら
に
有
罪
判
決
と
い
う
更
に
重
い
処
分
を
下
し
た
。
「
生
き

て
ゐ
る
兵
隊
」
は
、
そ
の
よ
う
な
負
の
面
の
み
が
日
立

っ
て
語
ら
れ
て
き
た
作

品
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
作
品
を
当
時
の
言
論
状
況
に
戻
し
て
、
よ
り

実
態
的
に
受
容
、
研
究
す
る
た
め
に
は
、
本
稿
や
先
行
研
究
が
行

っ
て
き
た
本

文
調
査
、
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
の
見
極
め
は
、
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
。

（引
用
文
中
の
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
）



圧̈（
１
）

畑
中
繁
雄

『
党
書
昭
和
出
版
弾
圧
小
史
』
（昭
和
四
十
年
八
月
、
図
書
新
聞
）

に
あ
る
数
字
。

（
２
）

『
出
版
警
察
報
』
な
ど
、
当
局
側
は
鉛
版
削
除
が

「
三
回
」
行
わ
れ
た
と
断
定

し
て
い
る
。
Ｆ
一回
」
行
わ
れ
れ
ば
四
種
類
の
本
文
が
出
来
る
こ
と
に
な
る
。

（３
）

読
売
新
聞
社
文
化
部
編

『
文
壇
事
件
史
』
（昭
和
四
十
二
年
十

一
月
、
読
売
新

聞
社
）
で
の
石
川
達
三
の
言
葉
。
こ
の
数
字
を
半
藤

一
利
は
中
公
文
庫
版
の
解
説

字
復
元
版
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
。

（５
）

開
高
健

「紙
の
中
の
戦
争
」
第
十
三
日

（「
文
学
界
』
昭
和
四
十
五
年
七
月
号
、

文
芸
春
秋
社
）

（６
）

保
昌
正
夫

（『
現
代
日
本
文
学
大
事
典
』
、
昭
和
四
十
年
十

一
月
、
明
治
書
院
）

は

「
二
三
〇
枚
の
原
稿
が
す
で
に
二
五
〇
枚
分
く
ら
い
に
削
除

・
編
集
さ
れ
」
た

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
青
木
信
雄
が
削
除
の
実
態
に
就
い
て
、
各
本
文
を
参
照
し

な
が
ら
詳
細
に
検
討
し
て
い
る

（『
石
川
達
三
研
究
』
平
成
二
十
年
二
月
、
双
文

社
出
版
）。
青
木
は

「
「
原
稿
」
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
印
刷
に
付
さ
れ
、
伏
字
や
削

除
は
初
稿
刷
り
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
が
、
戦
後
版
が
発
禁

版

（『
中
央
公
論
し

の

「復
元
で
は
な
」
く
（
両
本
文
の
差
異
に
つ
い
て

「敗
戦

を
挟
ん
で
、
戦
勝
国

「支
那
」
に
対
す
る
配
慮
が
働
い
た
」
と
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
手
法
と
し
て
戦
後
版
か
ら
発
禁
版
の
削
除
を
検
討
す
る
の
は
矛
盾
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
７
）

石
川
達
三

『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』

（昭
和
二
十
年
十
二
月
、
河
出
書
房
）

の

「誌
」
。

（８
）
青
木
信
雄
は
前
掲
書
の
中
で

「
「中
央
公
論
」
所
収
の

『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
の

「削
除
」
部
分
を
、
石
川
達
三
が
自
身
の
記
憶

（
い
ま
だ
、
「
原
稿
」
は
発
見
さ
れ

て
い
な
い
）
に
よ

っ
て
起
こ
し
た
の
が

（戦
後
版

一
筆
者
注
）
『
生
き
て
ゐ
る
兵

鰐
　
　
　
　
　
隊
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
続
く

「「中
央
公

論
」
所
収
の

『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
が
河
出
書
房
版

『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
に
か

な
り
正
確
に
重
な

っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
」
と
短
絡
的
に
結
び

つ
け

る
の
は
、
や
は
り
疑
間
で
あ
る
。

（９
）

『
偲
ぶ
草
　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
六
十
年
』
（昭
和
六
十
二
年
九
月
、
中
央
公
論
社
）

（１０
）

注

（１
）
に
同
じ
。

（
１１
）

『
雲
か
山
か
』
中
公
文
庫
版

（昭
和
五
十

一
年
八
月
、
中
央
公
論
社
）

（
‐２
）

『中
央
公
論
』
昭
和
三
十
年
十
二
月
号

「歴
代
編
集
長
の
回
想
」

（‐３
）

『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
十
二
年
二
月
十
九
日

（
‐４
）

昭
和
四
十
年
十
月
、
中
央
公
論
社
、
二
百
八
十
三
頁
。

（
‐５
）

同
時
代
評
と
し
て
は
、
宮
本
百
合
子
の

「
今
日
の
読
者
の
性
格
」
（昭
和
十
五

年
五
月
）
、
「
昭
和
の
十
四
年
間
」
（同
八
月
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
先
の
雨
宮

の
回
顧
文
中
に

「
現
地

（中
国

一
筆
者
注
）
で
い
ち
早
く

「中
央
公
論
」
二
月
号

を
手
に
い
れ
、
こ
れ
を
お
も
し
ろ
く
読
ん
だ
兵
隊
さ
ん
も
あ
る
く
ら
い
」
と
あ
る
。

ま
た
、
未
確
認
で
あ
る
が
、
日
本
共
産
主
義
者
団
の
機
関
紙

『
民
衆
の
声
』
の
第

二
号
以
下
に

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
要
約
が
掲
げ
ら
れ
た
と
い
う

（角
田
友
美

「
石
川
達
三
論
―
―

『
生
き
て
い
る
兵
隊
』
を
中
心
に
ト
ー

」
、
『
藤
女
子
大
学
国

文
学
雑
誌
』
第
六
十
六
号
、
平
成
十
二
年
十
二
月
）
。
後
述
す
る
が
、
宮
本
百
合

子
な
ど
の
手
に
渡

っ
た
の
は
、
中
央
公
論
社
か
ら
の
寄
贈
分
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

（
‐６
）

昭
和
十
三
年
二
月
二
十
四
日
付
、
雨
宮
庸
蔵
宛
石
川
達
三
書
簡
。
引
用
は
注

（９
）
と
同
書
。

（‐７
）

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
昭
和
十
三
年
二
月
二
十
四
日
。
発
行
日
の
十
九
日
に
は

『
東

京
朝
日
新
聞
』
や

『
読
売
新
聞
』
に
も
広
告
が
出
た
が
、
「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の

告
知
ス
ペ
ー
ス
が

「創
作
に
事
故
あ
り
、
陣
容
を
新
ら
た
に
し
て
近
日
発
売
―

そ
れ
ま
で
御
待
ち
あ
れ
！
」
と
い
う
文
旬
に
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に

『
読

売
新
聞
』
は
活
字
を
削

っ
た
跡
が
生
々
し
く
確
認
出
来
る
。
『
東
京
朝
日
新
聞
』

で
は
差
し
替
え
た
文
句
の
み
書
体
が
異
な
る
の
で
、
印
刷
直
前
に
差
し
替
え
ら
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。

（‐８
）

『
出
版
警
察
報
』
第
百
十
二
号

「出
版
物
司
法
処
分
彙
報
」

4

時  で
増 平 引
刊 成 用

―
卜 し

激 年 て
動

｀い
の 中 る

鶏 1会

カミ

挙幹批
中
ネt暴

素[攀

言
100論
旬i

/、、 31左
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（
‐９
）

被
疑
者
と
し
て
名
前
が
挙
が

っ
て
い
る
の
は
、
石
川
達
二
、
雨
宮
庸
蔵
、
牧
野

武
夫
、
松
下
英
麿
、
佐
藤
観
次
郎
の
五
名
。
適
用
法
条
は
石
川
、
松
下
、
佐
藤
が

陸
軍
刑
法
第
九
十
九
条
、
新
聞
紙
法
第
九
条
、
二
十
七
条
、
四
十
条
、
雨
宮
が
陸

軍
刑
法
第
九
十
九
条
、
新
聞
紙
法
二
十
七
条
、
四
十
条
、
牧
野
が
陸
軍
刑
法
第
九

十
九
条
、
新
聞
紙
法
第
十

一
条
、
二
十
七
条
、
三
十
条
、
四
十
条
で
あ
る
。
こ
の

内
、
牧
野
に
適
用
さ
れ
た
新
聞
紙
法
第
十

一
条
は
、
第

一
章
で
も
触
れ
た
通
り
納

本
に
関
わ
る
条
文
で
、
削
除
本
文
の
米
納
本
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

（２０
）

こ
れ
ら
二
つ
の
資
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
本
の
コ
ピ
ー
を
製
本
し
た
も
の
で
あ
り
、

貸
出
し
も
可
能
で
あ

っ
た
。
安
永
は
石
川
の
好
意
に
よ
り
公
判
関
係
資
料
に
接
す

る
こ
と
が
出
来
た
と
記
し
て
い
る

（『
戦
時
下
の
作
家
と
作
品
』
昭
和
五
十
八
年

十
二
月
、
未
来
社
）。

（
２‐
）

浜
野
健
二
郎

『
評
伝
　
石
川
達
二
の
世
界
』
（昭
和
五
十

一
年
十
月
、
文
芸
春

秋
）

（２２
）

注

（２‐
）
に
同
じ
。

（２３
）

白
石
喜
彦

『
石
川
達
三
の
戦
争
小
説
』
（平
成
十
五
年
二
月
、
翰
林
書
房
）

（２４
）

注

（２３
Ｙ
に
同
じ
。

（２５
）

『
出
版
警
察
報
』
や

『都
新
聞
』
（昭
和
十
三
年
二
月
二
十
九
日
付
）
に
お
い
て
、

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
が
中
国
の
新
聞
紙

『
大
美
晩
報
』
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に

『
読
売
新
聞
』
昭
和
十
二
年
二
月
二
十
七
日
付
の
記

事
に
、
雑
誌
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
日
系
二
世
の
手
に
よ

っ
て
翻
訳
さ
れ
、
出
版

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
領
事
館
が
翻
訳
本
数
千
部
を

押
収
し
た
と
あ
る
の
で

，
相
当
に
早
く
海
外
で
は
話
題
に
な
り
、
受
容
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
例
で
あ
る
。

本
稿
は
、
平
成
二
十
年
十

一
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
、
中
京
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会

研
究
発
表
会
で
の
発
表
が
基
に
な

っ
て
い
る
。

（名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
）
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上
海
の
酒
場
で
近
藤

一
等
兵
が
も
ら
す
感
慨
の
記
述

（第

一
〇
章
）。
《
し
か
し
、

そ
れ
で
は
戦
死
し
た
も
の
は
ど
う
な
る
の
だ
？
》
な
ど
２
か
所
。
　
　
　
　
Ｐ
．９８

上
海
歓
楽
街
の
光
景
の
記
述

（第

一
〇
章
）
。

上
ら
う
と
し
て
も
満
員
で
》
な
ど
３
か
所
。

《
酔

つ
た
兵
が
夜
に
な
つ
て
か
ら

Ｐ

．
９６

|

一
〇
章
）
。
《
ち
や
ん
と

Ｐ

．
９５

兵
た
ち
が
、
故
郷
を
思
い
出
し
て
雑
談
す
る
場
面

（第

色
男
こ
さ
え
て
ら
あ
》

南
京
市
内
二
か
所

に
日
本
軍
人
の
た
め
の
慰
安
所
が
開
か
れ
た
、
と
の
記
述

（第
九
章
）。
《
彼
等
壮
健
な
し
か
も
無
柳
に
苦
し
む
肉
体
の
欲
情
を
慰
め
る
の
で

あ
る
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
．９２

南
京
場
内
で
倉
田
少
尉
が
、
《女
た
ち
》
が
散
々
な
眼
に
あ

っ
て
い
る
、
と
の
感

慨
を
語
る
場
面

（第
九
章
）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
。８９

句
容
で
近
藤

・
平
尾
両

一
等
兵
が
、
空
家
と
な

場
面

（第
七
章
）。
《姑
娘
が
》

た
中
国
人
邸
宅

に
侵
入
す
る

Ｐ

．
７０

笠
原
伍
長
が
捕
虜
を
次
々
に
斬
殺
す
る
場
面

ま

へ
》
な
ど
８
か
所
。

（第
七
章
）。
《捕
虜
の
》
《銃
を
か

Ｐ

．
６９

ヽ

７０

兵
た
ち
が
、
加
奈
目
少
尉
を
狙
撃
し
た
少
女
と
、
同
じ
家
に
い
た
老
人
と
を
射

殺
す
る
場
面

（第
七
章
）。
《老
人
》
《十

一
二
歳
の
少
女
》
な
ど
６
か
所
。

Ｐ

．
６７

ヽ

６８

無
錫
で
西
沢
聯
隊
が
物
資
を

《徴
発
し
て
》
い
る
、
と
の
記
述

（第
六
章
）
。Ｐ

．５６

近
藤

・
平
尾
両

一
等
兵
が
舟
を
徴
発
に
行
く
場
面

（第
五
章
）
。
《
あ
の
百
姓
女

が
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
。５３

平
尾

一
等
兵
ら
が
、
母
親
の
死
骸
の
傍
で
泣
き

（第
五
章
）。
《泣
き
咽
ぶ
》
《
を
抱
い
て
》
《蒲
団
》

つ
づ
け
る
姑
娘
を
殺
す
場
面

Ｐ

。
５０

笠
原
伍
長
が
小
指
に
銀
の
指
輪
を
は
め
て
い
る
場
面

丸
と
交
換
に
く
れ
た
ん
だ
ろ
う
》

（第
五
章
）
。
《
拳
銃
の
弾

Ｐ

．
４５

倉
田
少
尉
が
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
不
安
を
思
い
返
し
て
い
る
場
面

（第
二
章
）。

《北
支
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
。３２

近
藤

一
等
兵
が
ス
パ
イ
容
疑
の
姑
娘
を
殺
し
た
あ
と
で
感
じ
る
、
医
学
に
対
す

る

《軽
蔑
》
《侮
蔑
》
（第
二
章
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ

２９

勤
務
外
の
兵
た
ち
が
徴
発
に
出
か
け
る
場
面

（

所
。

第
二
章
）
。
《
徴
発
》
な
ど
６
か

Ｐ

．
２５

平
尾

一
等
兵
が
壕
の
中
で
銃
を
か
ま
え
て
い
る
場
面

（第
二
章
）。
《闘
志
》Ｐ

。
２．

中
橋
通
訳
ら
が
水
牛
を
略
奪
す
る
場
面

の
欲
す
る
が
ま
ゝ
に
》
な
ど
１２
か
所
。

（第
二
章
）
。
今
」
の
野
郎
め
え
》
《兵
隊

Ｐ

ｏ
‐９

、

２０

場
面
お
よ
び
削
除
箇
所

× × ○ × × × ○ ○ ○ A

× ○ ○ ○ × × × × × × 総̈
× × × × × × ×

X × × X × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ D

× × × X ○ ○ ○ ○ Ｅ

謙
× × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 難

椰

○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ×

別
表
　
鉛
版
削
除
箇
所

一
覧

Ａ
…
『
出
版
警
察
報
』
第

一
一
一
号
引
用
本
文

Ｂ
…
日
本
近
代
文
学
館
蔵
本
①

Ｃ
…
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本

（
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ッ
シ

ュ
）
②

Ｄ
…
東
京
区
裁
判
所
の
判
決
書
引
用
本
文

↓

『
公
判
記
録
』
所
収

Ｅ
…
『
中
央
公
論
　
平
成
九
年
十

一
月
号
臨
時
増
刊
　
激
動
の
昭
和
文
学
　
中
央
公
論
文
芸
欄
の
１００
年

〈
昭
和
篇
と

Ｆ
…
雄
松
堂

マ
イ
ク

ロ
版

『
中
央
公
論
』
③

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
本
④

東
京
工
業
大
学
図
書
館
蔵
本
⑤

都
立
多
摩
図
書
館
蔵
本
⑥

筆
者
架
蔵
本
⑦

Ｇ
…
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵
本
③

①
～
③
は
雑
誌
原
本
の
本
文
確
認

も
も


